
歯科技工士に関する最近の状況等
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第７回歯科技工士の養成・確保に関する検討会
資料１

令和元年10月31日



１）歯科技工士養成施設の状況
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歯科技工士養成施設数及び入学者数

（全国歯科技工士教育協議会調べ）

（人） （校）

3※ただし、養成施設数は当該年度において入学者を募集している施設数を示す。
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歯科技工士養成課程の内訳
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都道府県
知事指定

文部科学大臣指定

計

大学 短期大学 専修学校 特別支援学校

２年制 35 - 2 3 - 40

３年制 4
※内夜間3

- - 1
※内夜間１

1 6
※内夜間4

４年制 - 3 - - - 3

計 39 3 2 4 1 49課程
（47施設）

○歯科技工士の養成課程（50課程）のうち、2年制課程(41課程)が占める割合は82%

○3年制課程（6課程）のうち、昼間課程であるものは2課程のみで、残り4課程は夜間課程

注１：都道府県知事指定施設には、従前の厚生労働大臣指定施設が含まれる。
注２：都道府県知事指定分は平成31年4月1日現在、文部科学大臣指定分は令和元年5月1日現在。
注３：学生募集を停止をしており、当該年度に入学者がいない課程は除く。



直近５年間における１学級あたりの入学者数

【引用】全国歯科技工士教育協議会資料

注）2学級以上有する施設については、平均値として算出した。

（資料提供：全国歯科技工士教育協議会）
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※ただし、養成施設数は当該年度において入学者を募集している施設数を示す。



歯科技工士の養成等に関する法令等①

歯科技工士法 （昭和三十年法律第百六十八号）

（受験資格）

第十四条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者

二 都道府県知事を指定した歯科技工士養成所を卒業した者

三 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者

四 外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受け

た者で、厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

（政令及び厚生労働省令への委任）

第十六条 この章に規定するもののほか、第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は歯

科技工士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、前条において読み替えて準用

する第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部又は一部を行う場合における試験

事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

歯科技工士法施行令 （昭和三十年政令第二百二十八号）

（学校又は養成所の指定）

第九条 行政庁は、法第十四条第一号に規定する歯科技工士学校又は同条第二号に規定する歯科技工士

養成所の指定を行う場合は、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令

で定める基準に従い、行うものとする。

２ （略）
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歯科技工士の養成等に関する法令等②

歯科技工士学校養成所指定規則（昭和三十一年厚生省令第三号）

（指定基準）

第二条 令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 入学又は入所資格は、学校教育法第九十条第一項に掲げるものであること。

二 修業年限は、二年以上であること。

三 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。

四 別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は

歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること。

五 学生又は生徒の定員は、一学級十人以上三十五人以内であること。

六 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。

七 基礎実習室、歯科技工実習室及び歯科理工学検査室を有すること。

八 教育上必要な器械器具、標本、模型及び図書を有すること。

九 管理及び維持経営の方法が確実であること。
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医療関係職種（医政局所掌）の１学級あたりの定員数一覧
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職種名 根拠法規
１学級あたりの定員数

下限 上限 特記事項

保健師

保健師助産師看護師法 - -

1学級あたりの定員数は定めていな
い。しかし、「同時に授業を行う
学生又は生徒の数」については、
「四十人以下であること。ただし、
授業の方法及び施設、設備その他
の教育上の諸条件を考慮して、教
育効果を十分に挙げられる場合は、
この限りでない。」とされている。

助産師

看護師

准看護師

診療放射線技師 診療放射線技師法 10人 50人 -

臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律 10人 40人 -

理学療法士
理学療法士及び作業療法士法 - 40人 -

作業療法士

視能訓練士 視能訓練士法 10人 50人 -

言語聴覚士 言語聴覚士法 10人 40人 -

歯科衛生士 歯科衛生士法 10人 50人

歯科技工士 歯科技工士法 10人 35人 -

臨床工学技士 臨床工学技士法 10人 40人 -

義肢装具士 義肢装具士法 10人 30人 -

救急救命士 救急救命士法 10人 50人 -

あん摩マッサージ指圧師，は
り師，きゅう師

あん摩マッサージ指圧師，はり師，
きゅう師等に関する法律

- 30人

「特別支援学校において視覚障害
者である生徒に対する教育を行う
学級にあつては、15人以下」とさ
れている。

柔道整復師 柔道整復師法 - 30人 -



参考
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２）就業歯科技工士の状況
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就業歯科技工士の状況について

○就業歯科技工士数の年次推移

○就業場所別にみた就業歯科技工士（平成30年）

（出典：衛生行政報告例）

歯科技工士（人） 構成割合 (%)

総数 34,468 100.0 

技工所 25,056  72.7

病院・診療所 8,861  25.7 

その他 551 1.5

○ 就業歯科技工士数は横ばいであり、平成30年は34,468人（対Ｈ28：172人減）

○ 就業場所別では、歯科技工所が約７割、病院・診療所が約３割

(単位：人）
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平成１４年 １６年 １８年 ２０年 ２２年 ２４年 ２６年 ２８年 ３０年

36,756 35,668 35,147 35,337 35,413 34,613 34,495 34,640 34,468



就業歯科技工士（年齢階級別）の年次推移

（出典：衛生行政報告例）

（人）

○就業歯科技工士のうち50歳以上の者は増加傾向であり平成30年で50.0％

合計 35,668 35,147 35,337 35,413 34,613 34,495 34,640 34,468

50歳以上 9,496 10,651 12,411 13,811 14,950 16,068 16,586 17,250

50歳以上割合 26.6% 30.3% 35.1% 39.0% 43.2% 46.6% 47.9% 50.0％
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（参考）

平成16年 18年 20年 22年 24年 26年 28年 30年

６０歳以上 2,899 2,876 3,738 4,555 5,269 6,114 7,068 8,289

５０～５９歳 6,597 7,775 8,673 9,256 9,681 9,954 9,518 8,961

４０～４９歳 11,116 10,506 9,606 8,770 8,128 7,859 8,077 7,950

３０～３９歳 8,438 8,282 7,963 7,718 6,933 6,315 5,936 5,543

２９歳未満 6,618 5,708 5,357 5,114 4,602 4,253 4,041 3,726
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就業歯科技工士（男女別）の年次推移

（出典：衛生行政報告例）

（人）

○就業歯科技工士のうち女性が占める割合は微増しており平成３０年で19.8％
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30,201 29,690 29,658 29,421 28,592 28,345 28,157 27,658
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◎平成30年の歯科技工士免許登録者数は120,157人 業務従事者数は34,468人

◎歯科技工士免許登録者数のうち従事者の占める割合は、微減傾向であり平成30では28.7%

総数(人) 就業状況（％）

（出典：衛生行政報告例、歯科医療振興財団調べ）

歯科技工士免許登録者数等の年次推移
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平成10年 12年 14年 16年 18年 20年 22年 24年 26年 28年 30年

免許登録者（A) 85,669 90,825 95,838 100,381 104,794 108,406 111,191 113,726 116,006 118,271 120,157

従事者数（B) 36,569 37,244 36,765 35,668 35,147 35,337 35,413 34,613 34,495 34,640 34,468

（B)/(A)（％） 42.7% 41.0% 38.4% 35.5% 33.5% 32.6% 31.8% 30.4% 29.7% 29.3% 28.7%
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就業場所別就業歯科技工士数及び規模別歯科技工所数の推移

（出典：衛生行政報告例）
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（人）

（か所）

規模別歯科技工所数

就業場所別

就業歯科技工士数

平成８年 平成１４年 平成２０年 平成２４年 平成２６年 平成２８年 平成３０年

その他 783 679 501 437 440 93 101

事業所 118 176

歯科技工士学校又は養成所 291 274

病院・診療所 14,492 12,534 10,694 9,932 9,630 9,166 8,861

歯科技工所 21,377 23,552 24,142 24,244 24,425 24,972 25,056
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※平成28年より歯科技工士学校または養成所、事業所の項目を追加

平成８年 平成１４年 平成２０年 平成２４年 平成２６年 平成２８年 平成３０年

２０人以上 86 107

１０～１９人 157 176

５～９人 740 826 823 903 957 693 672

４人 450 442 451 469 474 463 468

３人 845 842 802 835 851 852 875

２人 2,139 2,423 2,394 2,426 2,475 2,564 2,604

１人 12,605 14,239 14,899 15,073 15,409 16,091 16,102

0
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※平成26年までは5名以上としていたものを、平成28年より5～9名、10～19名、20名以上と項目を細分化



歯科技工所業務形態改善等調査検証事業

【主旨】
・歯科技工士を取り巻く環境の厳しさが指摘されており、労働環境の改善を図ることが求められている。
・他方で、歯科技工所の約８割は歯科技工士が１人で業務を行っていることもあることから、生産性を向
上させるなど、様々な角度から労働環境等の改善に資する取組が必要とされている。

・また、高齢化の進展に伴って、口腔機能の回復を図る観点から義歯治療等の補てつ物の需要は高まって
いるが、就業している歯科技工士のうち50歳以上の者が約半数を占めることなど担い手の高齢化が生じ
ていることから、若手の歯科技工士を確保することが必要とされている。

・このため、歯科技工所の業務形態（労働環境や収益等）の改善計画を実施する歯科技工所を公募・選定
し、その結果を検証する事業を委託する。

歯科技工所の規模に応じて、

業務形態等の改善のための取組を実施

【事業内容】

Ａ歯科技工所

Ｃ歯科技工所

Ｂ歯科技工所

【調査対象歯科技工所】

［業務形態改善例］
・ミーティングルーム等の設置
・複数人の歯科技工士等の雇用
・複数歯科技工所間の連携構築
・作業工程の見直し
・勤務形態の工夫

【事業受託団体】

①事業所を公募

②各歯科技工所が業務形態
態等改善計画等を提出

③団体内で審査を行い、調
査対象を選定

【厚生労働省】

各調査対象事業所か
らの報告を集計・分析

【事業受託団体】

令和元年度予算：19,055千円
（０千円）

報告報告

参考
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